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高浜発電所第２号機原子炉冷却系統設備配管取替工事 
に係る使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成２３年９月６日付け関原発第２３６号で申請（平成２４年１月２７日付け関

原発第４５２号、平成２８年７月６日付け関原発第２０８号、２０２０年３月２４

日付け関原発第６２２号、２０２２年７月１日付け関原発第２１３号及び２０２２

年１２月１５日付け関原発第５４３号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電

所第２号機原子炉冷却系統設備配管取替工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、

別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第

１５条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第２号機 
   使用前検査申請書番号   

関原発第２３６号（平成２３年９月６日） ※１ 

 
   以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第４５２号（平成２４年 １月２７日） ※２ 

関原発第２０８号（平成２８年 ７月 ６日） 

関原発第６２２号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第２１３号（２０２２年 ７月 １日） 

関原発第５４３号（２０２２年１２月１５日） 

 

 

※１ 原子力規制委員会設置法の附則第３条第２項の規定により、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第１項の

規定に基づいた行為とみなすものとされている。 
 
※２ 原子力規制委員会設置法の附則第３条第２項の規定により、実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定に基づいた行

為とみなすものとされている。 
 
 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前検査申請書 
 
（変更前） 

平成２８年７月６日付け関原発第２０８号の申請書記載事項 

申請に係る発電用原子炉施
設の概要 

高浜発電所第２号機 
 発電用原子炉施設に係るもの 
    原子炉冷却系統施設 

一次冷却材の循環設備 

    主配管 

（下線は変更部分） 
 
（変更後） 

申請に係る発電用原子炉施
設の概要 

高浜発電所第２号機 
 発電用原子炉施設に係るもの 
    原子炉冷却系統施設 

一次冷却材の循環設備 

    主配管※ 

 



※原子炉冷却系統施設の主配管に係る支持構造物のう

ち、新たに工事計画の認可（平成２８年６月１０日

付け原規規発第１６０６１０５号）を受け本申請と

は別の申請（平成２８年１０月７日付け関原発第３

２１号（以降に実施した使用前検査申請書の記載内

容変更を含む））を行った範囲については本申請から

除く。 

 

（下線は変更部分） 
 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
     変更なし 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
     変更なし 
 

変更理由 
申請対象となる発電用原子炉施設の一部変更※に伴い、「申請に係る発電用原

子炉施設の概要」を変更する。 
 

※重大事故等対処設備改造工事に関する工事計画にて改造を行う設備について、

本申請対象から除き平成２８年１０月７日付け関原発第３２１号（以降に実

施した使用前検査申請書の記載内容変更を含む）にて検査を受検する。 
 

 


